
 

RENEW/2025におけるタクシー利用提案書 
 

一般社団法人SOE 
代表理事　内田徹 

 
  　RENEW/2025の開催にあたって、越前市の武生交通圏のタクシー会社2社の営業区域の  　 
一時的拡大を要望する。 
 

【要望内容】 
 
　RENEW/2025の会期中、交通利用者の増加が見込まれるため、イベント会期中は、以下　の
武生交通圏（越前市）のタクシー会社2社について、一時的な営業区域外における運送　の実施
を要望する。 
 
　・丸越タクシー 
　・小松タクシー 
 
　＜RENEW/2025開催概要＞ 
　日時：2025年10月10日(金)〜12日(日) 
　場所：福井県鯖江市・越前市・越前町 
　総合案内：河和田案内所／うるしの里会館（〒916-1221 福井県鯖江市西袋町40-1-2） 
　　　　　　今立案内所　／旧山口ニット工場（〒915-0233 福井県越前市岩本町14-8） 
 
　こうした措置により、当該2社のタクシーが、越前和紙エリア(越前市)から越前漆器エリ　ア(鯖
江市)に旅客を運送した後で、そのまま他の旅客を鯖江市内において乗降させること　などが可
能となり、より利便性の高い運送サービスが提供できる。 
 

 

 



 

【背景】 

 
 
　RENEWは、福井県鯖江市越前市越前町で開催する、持続可能な地域づくりを目指している
オープンファクトリーイベント。見学や体験を通じてものづくりに親しめる。 
工房から工房間は、徒歩移動が難しい距離のことも多く、イベントを楽しむためには車移動が必

須である。来場者の中で、公共交通機関でイベントに訪れる方もおり、工房間の移動にはタク

シーを利用していただいている。 
　これまでも、RENEWではタクシーを利用した工房間の移動を促していたが、タクシーの営業区
域の影響で、効率的なタクシー運用ができないことも多く、利用者の待ち時間の増加に繋がって

いた。 
　通常、営業区域については、RENEW開催エリア内において鯖江市2社、越前市2社、越前町1
社は福井交通圏および武生交通圏で、両圏域内または圏域をまたぐ、運行が可能となってい

る。（下図パターン1）。しかし、他の越前市の2社（丸越タクシー・小松タクシー）は、福井交通圏内
での運行ができない。そのため、営業区域内で乗車させた旅客を営業区域外で降ろした時、営

業区域に戻るまでの間、旅客を乗車させることができず、利用者の利便性の低下に繋がってい

た。（下図パターン2）。 
 

 



 

 
※鯖江市、越前市におけるタクシー各社の営業区域 

 
 
※参考条文 

 

【昨年の実施報告：圏域緩和による効果】 

　RENEW/2024の会期中、交通利用者の増加が見込まれるため、イベント会期中は、武生交通圏（越前市）の
タクシー会社2社（丸越タクシー・小松タクシー）について、一時的な営業区域外における運送の規制緩和を実
施。こうした措置により、当該2社のタクシーが、越前和紙エリア(越前市)から越前漆器エリア(鯖江市)に旅客を
運送した後で、そのまま他の旅客を鯖江市内において乗降させることなどが可能となり、より利便性の高い運送

サービスを提供した。　 

 



 

​
鯖江市での乗降回数が全体の5-6割を占めている。前年と比較すると、越前市への降車地割合が10%近く上
昇。 
 
※参考：市町ごとの乗車地・降車地 
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